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単身赴任者等の 通勤災害の取扱いについて 

単身赴任者等における 通勤災害については ，これまで平成 3 年 2 月 1 日付け 基 登第 74 号通達 ( 以下「 7 

4 号通達」 という。 ) により取り扱ってきたところであ るが，近時，単身赴任者の 増加傾向に加えて ， 

交通機関の発達等により ，単身赴任者等の 家族の住む自宅と 就業の場所とを 定期的に直行直帰する 

形態が一般的といえるよ う になってきたこと 等を踏まえ，今後，下記により 取り扱うこととしたの 

で，事務処理に 遺漏なきを期されたい。 

なお，木通達の 施行に伴い， 74 号通達は廃止する。 

記
 

単身赴任者等が ，労働者災害補償保険法第 7 条第 2 項に規定する「就業の 場所」と家族の 住む家屋 

( 以下「自宅」という。 ) との間を往復する 場合において ，当該往復行為に 反復・継続性が 認められる 

ときは，当該自宅を 同項に規定する「住居」 として取り扱うものとする。 

なお， 「単身赴任者等」とは ，転勤等のやむを 得ない事情のために 同居していた 配偶者と別居して 

単身で生活する 者のほか，単身赴任者と 同様に，家庭生活の 維持という観点から 自宅を本人の 生活の 

本拠地とみなし 得る合理的な 理由のあ る単身者を ぃフ 。 
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単身赴任者等の 通勤災害の取扱いについて 

標記については ，平成 7 年 2 月 1 日付け 基 登第 39 号 ( 以下「 39 号通達」という。 ) により指示されたと 

ころであ るが，この運用に 当たっては，下記に 留意の上，事務処理に 遺漏なきを期されたい。 

なお， 39 号通達および 本 向かんの施行に 伴い，平成 3 年 2 月 1 日付け事務連絡第 1 号は廃止する。 

記 

1  39 号通達の趣旨 

(1)  単身赴任は，事業主の 業務命令により 本来の生活の 本拠地となっている 家族の住む家屋 ( 以 

下「自宅」 という。 ) をやむを得ず 離れて生活するものであ るが，近時，単身赴任者の 増加傾向 

に 加えて，交通機関の 発達，家庭生活重視の 傾向等により ，単身赴任者については ，自宅と就業 

の場所との間を 定期的に直行直帰する 形態が一般的といえるようになってきた。 

こうした背景を 踏まえ，これまでの 単身赴任者等に 係る通勤災害の 取扱いについて ，より社 

会実態に即した 合理的基準を 策定するため ，今回の見直しを 行ったものであ ること。 

(2)  通勤とは，労働者災害補償保険法 ( 以下「労災保険法」 という。 ) 第 7 条第 2 項に規定するとお 

り ，労働者が就業に 関し住居と就業の 場所との間を 往復する行為をい う が，この場合，住居とは 

就業のための 生活の本拠地となる 場所であ り，また，通勤とは 就業のために 反復・継続して 行わ 

れるものと解されていることにかんがみ ，単身赴任者等についても 自宅と就業の 場所との間に 

往復行為に反復・ 継続性が認められるときには ，当該自宅を 労災保険法第 7 条第 2 項に規定する 

住居として認めることとし ，当該往復行為を 通勤として取り 扱うこととしたものであ ること。 

なお，単身赴任者等の 自宅と就業の 場所との間の 距離及び所要時間は 赴任 先 又は交通手段に 

よって長短が 生じるものであ ること並びに 日々行われる 通勤にあ っては距離及び 所要時間の 

制限を設けていないこととの 均衡から，単身赴任者等の 自宅と就業の 場所との間の 距離 反ぴ所 

要 時間の長短によって 通勤災害保護制度の 適用の可否を 問題としないとしたものであ ること。 

2  39 号通達の適用範囲について 

39 号通達及び 本 向かんにい う 「単身赴任者等」 とは，通勤等のやむを 得ない事情のため 同居し 

ていた配偶者 ( 婚姻の届出をしていないが ，事実上婚姻関係と 同様の事情にあ る者を含む。 ) と別 

居して赴任地で 単身で生活する 者のほか，赴任地において 家族と離れて 生活する独身者を 含むも 

のであ ること。 

この場合の独身者とは ，例えば，長期にわたり 病床にあ る親族を看護する 必要があ る者又は扶 

養している親族を 世話する必要があ る者等，単身赴任者と 同様に，家庭生活の 維持という観点か 



  

ミ
，
取
 

い
の
事
 

た
 

  

  

  

こ
 

 
 

つ
 
、
 
，
 
範
 
る
 
も
と
な
終
る
る
 

場
よ
 

等
の
 

の
に
 

る
 

あ
実
 
屈
継
 
と
 

宅
間
 

め
 要
約
 
を
 け
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 

こ
 

業
清
 
。
で
る
 

別
 

社
の
 す
 

 
 

も
 と
 議
 

か
宅
協
 

と
 

の
保
 

宅
自
 

 
 

で
 

自
と
 省
 

に
 年木
 

 
 

日
宅
 は
 

前
社
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
こ
う
 

｜
 

由
 

被
 

勺
 
白
 

ら
 

こ
 

ム
 

回
 

の
 

の
 

口
ロ
 

@
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
佳
 
い
 

こ
こ
の
を
 

宅
復
 
㏄
 体
扱
 
「
 

自
反
具
り
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
 

一
丁
 

 
 
2
 

と
則
 

3
 

 
 
 
 

 
 

3
 

4
 

5
 

6
 



7  その他 

(1)  単身赴任者等が ，出張の機会を 利用して当該出張期間内において ，出張先に赴く 前後に自宅 

に立ち寄る行為 ( 自宅から次の 目的地に赴く 行為を含む。 ) が，出張経路を 著しく逸脱していな 

いと認められる 限り，原則として ，通常の出張の 場合と同様，業務として 取り扱うこと。 

(2)  39 号通達施行日以後の 日において支給決定すべき 事案については ， 39 号通達および 木内かん 

により取り扱うこと。 


